
を参照して

　公立学校共済組合の組合員資格が継続
する又は組合員資格を再取得する場合を
含む。



2割 2割

就職先に医療保険制
度がない又はあって
も加入できない

2割

○附加給付あり
　自己負担限度額
　25,000円

○退職の際に引き続
　き1年1日以上の
　組合員期間が必要
　です。
○申込みは退職日か
　ら20日以内です。
○加入できる期間は
　2年間です。

2割

割合は、「一般所得者」の方は2割、一定以上所得のある「現役並み所得者」の方は

してください。

3割です。

令和5年4月

2割

〈公立学校共済組合〉



①　任意継続組合員申出書
②　一般組合員資格喪失届書（在職中
の組合員証等を添付のこと。）

　再就職し、その勤務先の健康保険に加入
する場合（(1)参照）は、共済組合の任意
継続組合員にはなれません。

いずれか

ア　東京都公立学校の場合
　暫定再任用（フルタイム・短時間）、定
年前再任用短時間勤務又は日勤講師（非常
勤教員）になったときは、公立学校共済組
合の組合員資格が継続します。
　臨時的任用教職員・会計年度任用職員
（時間講師含む）のうち、組合員資格取得
の要件を満たす場合は、公立学校共済組合
の組合員となります。詳しくは再就職先に
確認してください。

イ　民間の事業所の場合
　就職先の事業所が健康保険の適用事業所
となっているときは、就職と同時に健康保
険に加入することになります。
　なお、就職先の事業所が健康保険の適用
事業所となっていないときは、自分自身で
手続をしなければなりません。(２)から
(４)を参照の上、いずれかを選択してくだ
さい。



7.17
45,000

2.42
15,100

220,000

650,000

（賦課限度額計1,040,000円）

170,000
均等割額（加入者のうち40～64歳の加入者数×
16,200円）＋所得割額（加入者のうち40～64
歳の方の算定基礎額×1.75/100）＝合計額

退職時の標準報酬月額

前年度9月30日における全組合
員の平均標準報酬月額 ①又は②のいずれ

か低い額に（例）令和4年9月30日における
平均標準報酬月額

令和5年度

38,212

410,000

6,560
44,772掛金計（月額）
537,264掛金計（年額）

16

93.2

　原則として次のア、イ及びウの全てに当
てはまる場合は、家族が加入する保険又は
組合の被扶養者となることができます。こ
の場合、扶養者が勤務先に申告して認定を
受けます。保険料の支払はありません。
ア　他の医療保険に加入していないこ
と。
イ　年収が右表のいずれかであること。
ウ　扶養者が加入している医療保険に
被扶養者として認定される資格要件
を備えていること。
※　家族の保険に被扶養者として認定
を希望する場合は、家族の加入して
いる健康保険組合に認定条件等を必
ず確認してください。

①・　60歳以上の人
・　収入の中に障害年
金を含む人又は障害
年金受給程度の障害
を有する人（いずれ
も年齢の制限なし）

②　①に記載した以外の
人（遺族年金受給者を
含む）

※掛金率は令和5年4月1日時点の率です。※算定基礎額＝前年中の総所得金額等‒基礎控除額43万円
 （合計所得額が2,400万円以下の場合）

仕方

→年収180万
円未満

→年収130万
円未満



令和６ 令和5年8月

令和6年4月1日以降は、現在の保険証は使用できません！

　公立学校共済組合の保険証は、退職後は使用でき
ません注）。共済組合の任意継続組合員になる場合で
も、保険証が変わるため、現在の保険証は使用でき
ません。

　公立学校共済組合の組合員資格を喪失したこと、新たな保険証発行の手続中であ
ることを医療機関の窓口で必ず伝え、対応を相談してください。
（任意継続組合員になられる方で、保険証がまだ手元にない場合も同様です。）
※　薬局も独立した一つの医療機関です。病院・薬局両方の窓口で対応を相談し
てください。
※　原則として、４月１日から窓口で医療費全額（１０割）を支払い、その後新
たに加入した医療保険へ「療養費」又は「家族療養費」として、７割分（※本
人の場合）の請求を行うことになります。
※　退職後速やかに加入手続を行わず、遡及して新たな医療保険に加入した場合
等には、各医療保険の規定により７割分を全額請求できないこともあり得ます。
※　医療機関によっては、受診した月内に新たな保険証を提示すると７割分を返
金してもらえる場合もあります。

　保険証を事前に返却した後、退職日までに医療機関を受診する場合は、医療費全
額を負担しなければならないのですか？

　返却した保険証は退職日の3月31日まで有効なため、退職日まで共済事務担当
者が保管しています。共済事務担当者から保険証を受け取り、医療機関の窓口で提
示すれば保険適用となります。受診後は共済事務担当者に保険証を必ず返却してく
ださい。

　退職後、新たな保険証が発行される前に受診する場合はどうすればよいのです
か？

二

〈年700件以上、医療費の返還が発生しています！〉

は



　退職後、新たな保険証を提示しなかった等の理由により医療機関等が公立学校
共済組合東京支部の組合員又は被扶養者と誤認した場合は、共済組合負担分の医
療費について返還義務が生じますので御注意ください。

　再任用で任用されると、３月までとは収入状況が変わることになります。
　配偶者と収入比較し組合員の方が収入が少なくなる場合には、扶養替えが必要です。

担当

担当

　医療機関でかかった医療費の総額が１万円（組合員又は被扶養
者の窓口負担分（3割）は３千円、共済組合負担分（7割）は7
千円）の場合、7千円を返還していただきます。
　病気・ケガの種類、受診回数、被扶養者数によっては、共済組
合への返還金額が高額になることもありますので、御注意くださ
い。

【医療費の返還手続について】

　医療費の返還が発生した場合、保険証の回収日から６か月後（目安）に共済組合か
ら組合員宛てに通知します。
　共済組合へ医療費を返還した後、新たに加入した医療保険へ「療養費」又は「家族
療養費」の請求を行えます。

〈再任用（フルタイム・短時間勤務）での任用を予定している組合員の方へ〉

共働きで子を扶養している場合は、夫婦の収入比較をしてください！

　再任用で任用されると、従来「普通認定（扶養手当の支給がある場合）」の被扶養者だっ
た方も、扶養手当の支給が無くなりますので「特別認定」になります。
　「特別認定」になりますと、毎年１回、扶養の要件を確認するための「要件確認調査」
を実施します。確認書類の提出に御協力をお願いします。

引き続き家族を扶養する場合、毎年「要件確認調査」を実施します。

「その１」「その２」を忘れたまま受診すると、かかった医療費の共済組合負担分を返還していただきます。


